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町
長　

最
後
に
、
新
年
に
向
け
て

の
抱
負
や
後
輩
に
寄
せ
る
思
い
、

町
に
対
す
る
意
見
な
ど
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

木
戸
口　

個
人
的
に
は
テ
ニ
ス
部

で
県
大
会
に
出
場
し
て
一
勝
し
た

い
で
す
。
私
は
、
町
の
人
た
ち
と

い
つ
で
も
気
軽
に
話
す
こ
と
の
で

き
る
町
の
雰
囲
気
が
大
好
き
。
い

つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
葛
巻
で

あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

品
末  

健
康
管
理
を
し
っ
か
り
し

て
、
三
年
間
無
遅
刻
無
欠
席
を
達

成
し
た
い
で
す
ね
。
町
に
お
願
い

で
す
が
、
私
は
遠
矢
場
に
住
ん
で

い
て
、
町
中
心
部
に
勤
め
る
母
の

車
で
通
学
し
て
い
ま
す
。
冬
は

ち
ょ
っ
と
怖
い
で
す
よ
。
高
校
ま

で
の
通
学
バ
ス
が
あ
れ
ば
も
っ
と

葛
巻
高
校
に
入
り
た
い
人
も
増
え

る
の
で
は
。

町
長  

そ
う
で
す
ね
。
基
本
的
に

は
町
内
の
ど
の
地
域
か
ら
も
葛
巻

高
校
へ
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
配
車
す

る
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、

江
刈
地
区
は
、
小
中
学
生
で
定
員

い
っ
ぱ
い
で
、
高
校
生
は
利
用
で

き
な
い
状
況
の
よ
う
で
す
。
患
者

輸
送
車
な
ど
町
有
バ
ス
の
有
効
活

用
を
含
め
て
、
総
合
的
な
対
策
が

必
要
で
す
ね
。

御
堂
地　

私
は
心
理
学
を
学
び
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
今
は
一
生
懸
命
勉
強
し
ま
す
。

葛
巻
に
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

声
を
掛
け
て
く
れ
る
温
か
い
人
が

い
っ
ぱ
い
。
こ
れ
が
都
会
だ
っ
た

ら
大
変
か
も(

笑
）。
こ
の
町
は

い
つ
ま
で
も
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い

で
す
。
就
職
先
が
い
っ
ぱ
い
あ
れ

ば
、
な
お
い
い
ん
で
す
け
ど
。

山
下  

昨
年
は
た
く
さ
ん
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
た
年
で
し
た
。
今
年
は
そ

こ
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
ス

テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
年
に
し
た
い
で

す
。
頑
張
れ
ば
結
果
は
付
い
て
く

る
。
後
輩
た
ち
も
何
事
も
あ
き
ら

め
ず
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
だ
さ

い
。

寺
畑　

今
年
の
目
標
は
元
気
に
過

ご
す
こ
と
。
七
月
の
郷
土
芸
能
全

国
大
会
に
向
け
て
万
全
に
し
た
い

で
す
。
町
の
皆
さ
ん
、
応
援
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
目
指
す
は

日
本
一
。 

議
長　

力
強
い
言
葉
、
う
れ
し
い

限
り
で
す
。

　

私
た
ち
議
会
で
は
、
こ
れ
か
ら

も
葛
巻
高
校
の
活
動
を
応
援
し
て

い
き
ま
す
。

　

今
ま
で
学
ん
で
き
た
こ
と
を
十

分
生
か
し
、地
域
だ
け
で
は
な
く
、

日
本
、
世
界
に
向
け
て
羽
ば
た
い

て
く
だ
さ
い
。

　

私
た
ち
は
、町
も
人
も
元
気
で
、

誰
も
が
誇
り
に
思
え
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

町
長　

私
と
同
世
代
の
人
た
ち

は
「
葛
巻
高
校
」
と
口
に
す
る
の

を
た
め
ら
っ
た
と
良
く
耳
に
し
ま

す
。
開
校
六
十
周
年
、
多
く
の
先

輩
や
在
校
生
の
皆
さ
ん
の
活
躍

で
「
葛
巻
」
に
自
信
と
誇
り
を
持

て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
聞
き
ま

す
。
葛
巻
高
校
の
皆
さ
ん
の
活
躍

は
町
の
誇
り
で
も
あ
る
ん
で
す

よ
。
町
の
将
来
を
担
う
皆
さ
ん
、

色
々
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
、
夢
を

持
っ
て
、
夢
に
向
か
っ
て
挑
戦
す

る
高
校
生
活
を
送
っ
て
く
だ
さ

い
。
そ
し
て
、
世
界
に
羽
ば
た
き

ま
し
ょ
う
。

　

今
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

七
月
は
郷
土
芸
能
全
国
へ

夢
に
向
か
っ
て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

「葛巻ふるさと会」の総会・懇親会を開催します！「葛巻ふるさと会」の総会・懇親会を開催します！
と　き 会　費２月15日㈰　13:30～14:00　総会

　　　　　　 14:00～16:00　懇親会 6, 000円

ところ 連絡先YMCAアジア青少年センター
（東京都千代田区猿楽町2-5-5　TEL 03-3233-0611）

落宰房夫さん
（千葉県船橋市市場4-1-2-209　TEL 047-422-4876）

葛高生と町長・議長　新春に語る

募集‼
町民の皆さんも一緒に行きませんか。
■締め切り　２月２日㈪　■費用　自己負担（新幹線往復・宿泊代（シングル）26,100円、懇親会費6,000円ほか）
■申 込 先　総務企画課（内線223）

歴史あるバードデュルクハイム市
の街並み

　私は、一昨年ドイツ研修に参加しました。
研修で得たものは語り尽くせないくらいで
す。ドイツ、地域、家族、友達…たくさんの
つながりから数え切れないほど学びました。
　私が葛巻高校を選んだ決め手は三つ。生徒
会活動、吹奏楽、ドイツ研修。この三つをや
り遂げようと誓って入学し、今はクラスや先
生、何より最高の友達に恵まれ、充実した学
校生活です。
　そのとき一番大事なことは何かを考えて行
動に移すことが大事です。今年一年、思
い残すことのないよう、一生懸命こな
していきたいです。　　　　　

紙
上
参
加

葛
巻
高
校
二
年

林　

亜
理
沙
さ
ん
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国保インフォメーション KOKUHO  INFORMATION

4 月から選択できます
国民健康保険税 ＆ 長寿医療保険料
年金天引き 口 座 振 替

　これまで、一定の条件に当てはまる人だけに認め
られていた長寿医療制度の保険料と、65 歳から 75 歳
までの世帯の国民健康保険税の口座振替が、4月 1日
からだれでも「年金天引き」と「口座振替」のどち
らかを選べることになりました。
　1月 28 日までに手続きをすると、4月分からの年
金天引きは中止され、7月から口座振替に変わります。
（保険料の総額は変わりません）

■手続き
　口座振替依頼書の提出が必要です。①振替口座の
預金通帳 ②通帳の届け印 ③保険証を持参して役場住
民会計課窓口で手続きをしてください。
　なお、口座振替を選択した場合、その社会保険料
控除は、口座振替によって支払った人に適用されま
す。このことによって、世帯を構成する人の所得税
や住民税が増減することがありますので、留意が必
要です。
　手続きなど詳しくは、住民会計課税務徴収係（国
保税：役場内線 133）、国保係（長寿医療保険料：役
場内線 125）へお問い合わせください。

　出産育児一時金が、3万円引き上げられ 38 万円
になります。
　対象となるのは、1月以降、産科医療補償制度
に加入している医療機関で出産する国民健康保険
の被保険者です。
　この産科医療補償制度は、出産に関連して重度
の脳性まひになった赤ちゃんが、速やかに補償が
受けられ、その発症原因を分析し、再発防止に役
立てる制度で医療機関が加入する制度です。
　なお、この制度に加入していない医療機関で出
産した場合は、これまでどおり 35 万円です。
　制度など詳しくは国保係にお問い合わせくださ
い。

出産育児一時金3万円引き上げ

■町や国などがＡＴＭ（銀行、コンビニなどの現金自動預払機）
の操作をお願いすることは、絶対にありません。

□ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらう
ことは絶対にできません。

■町や国などが、「定額給付金」の給付のために、手数料など
の振り込みを求めることは絶対にありません。

□現時点で、町や国などが町民の皆さんの世帯構成や銀行口座
の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

定額給付金の給付をよそおった
「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐欺」にご注意ください。

　今回、与党において決定された「定
額給付金」については、住民の皆さん
への連絡や給付を行う段階ではありま
せん。

自宅や職場などに町や国の職員などをか
たった電話がかかってきたり、郵便が届いた
ら、迷わず役場や警察に連絡してください。
　連絡先：総務企画課（℡内線220）

今 与党 決

!

《保険料支払い方法のイメージ》

口座振替
（条件なし）

年金天引口座振替
で納める

納付書で
納める　

65歳～74歳で
構成する国保加入者
国　保　税

長寿医療保険料

①　年金の年額18万円未満で介護
　保険料と長寿保険料の合計額が
　年金の½を超える人

①以外の人

過去２年間保
険料を滞納し
なかった人

（普通徴収） （特別徴収）

条件有り

４月から
選択制

このため、定額給付金に関して


